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確認検査業務再開のお知らせ 

 

 

弊社は平成 23 年 12 月 12 日に国土交通省より確認検査業務に関する一ヶ月間の業務停止

命令処分を受け、去る平成 24 年 1 月 6 日より当該業務を停止しておりましたが、昨日 2 月 5 日

をもちまして停止期間が満了いたしました。 

つきましては、本日平成 24 年 2 月 6 日(月)より従来どおり確認検査業務を再開いたしました事

をお知らせいたします。 

 

今回の処分期間中、ご関係の皆様におかれましては大変なご迷惑とご心配をおかけ致しま

した事を心からお詫び申し上げますとともに、多大なご協力を賜わりましたことにも深く感謝申し

上げます。確認検査業務を再開するにあたり、社員全員真摯に反省し、再発防止はもとよ

り信頼回復とサービス向上により一層取り組んでまいりますので、今後とも何卒お引き

立て賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

■ フラット３５適合証明業務について 

確認検査業務の停止命令を受けたことに伴い、独立行政法人住宅金融支援機構より受け

ました措置につきましても措置期間が満了しました事をお知らせいたします。 

 


